
九都県市省エネ・節電に係る普及啓発ポスター作成等業務委託に係る 

公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 趣  旨 

この要項は、「九都県市省エネ・節電に係る普及啓発ポスター作成等業務委託」を行う事業者を、公

募型プロポーザル方式（書面審査）により選考するための手続きに関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 

２ 目  的 

九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市

をいう。以下同様。）は、住民、事業者が省エネ・節電等の地球温暖化対策への取組の重要性を理解し、

率先して行動することを促すため、「エコなライフスタイルの実践・行動」キャンペーンを実施する。 

 

３ 委託業務 

（１）件  名  九都県市省エネ・節電に係る普及啓発ポスター作成等業務委託 

（２）内  容  別紙「九都県市省エネ・節電に係る普及啓発ポスター作成等業務委託仕様書」のと

おり 

（３）納  期  （ア）電子データ納品    令和５年４月１０日（月） 

（イ）普及啓発ポスター納品 令和５年５月８日（月） 

※ 納品場所内訳については、九都県市省エネ・節電に係る普及啓発ポスター配布

内訳のとおり。 

（４）委 託 料  ２，１９７，４４２円（消費税込）を上限とする。 

なお、業務委託料は全ての業務が完了した後に支払うこととする。 

 

４ 応募資格 

次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とします。 

（１）法人格を有する団体であること。 

（２）事業実施に当たり必要な人員体制が整備されていること。 

（３）仕様書に示す業務を履行する能力があること。 

（４）環境保全に関連した冊子やポスターの印刷業務を完了した実績があること。 

（５）神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと 

（６）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当する者でないこと 

（７）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。）でないこと。 



（８）暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成

員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にないこと。 

（９）暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者を役員に含まない

こと。 

（10）神奈川県暴力団排除条例第９条に基づき、代表者または役員に暴力団員がいないことを確認す

るため、神奈川県が代表者及び役員の氏名等を神奈川県警察本部に対して照会を行うことについ

て同意できること。 

 

５ スケジュール（予定） 

（１）公募開始        令和５年２月２２日（水） 

（２）質問書の受付      令和５年３月１日（水）午後５時まで（必着） 

（３）参加意思表明書等の受付 令和５年３月１日（水）午後５時まで（必着） 

（４）質問に対する回答    令和５年３月８日（水）（予定） 

（５）企画提案書等の受付   令和５年３月１５日（水）午後５時まで（必着） 

（６）最優秀提案書の通知   令和５年３月２７日（月）（予定） 

 

６ 応募の手続き 

（１）参加意思表明書等の提出 

  参加を希望する者は、参加意思表明書等を提出してください。提出がない者の参加は認められま

せん。 

ア 提出書類 

（ア）参加意思表明書（様式１） 

（イ）団体・会社概要書（様式２） 

イ 提出期限 令和５年３月１日（水）午後５時まで（必着） 

ウ 提出方法 持参又は郵送又は電子メール（持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午

前９時から午後５時まで） 

エ 提出先  〒２３１－８５８８ 神奈川県横浜市中区日本大通１ 

       神奈川県環境農政局環境部環境計画課 地球温暖化対策グループ 

       電話 ０４５（２８５）０３３８ 

       メールアドレス stop-ondanka@pref.kanagawa.lg.jp 

       ※ 送付ファイルの容量の問題でメール送付ができない場合は上記提出先まで御

連絡ください。 

（２）質問書の受付 

  本件募集では、説明会を実施しないため、本実施要項及び仕様書等の内容について、不明な点が



生じた場合には、下記により質問すること。 

ア 受付期間 令和５年３月１日（水）午後５時まで 

イ 質問方法 質問書（任意様式）を電子メールで送信すること。 

※ 件名に【質問：九都県市省エネ・節電に係る普及啓発ポスター作成等業務委

託に係る公募型プロポーザルについて】と明記してください。 

ウ 提出先  神奈川県環境農政局環境部環境計画課 地球温暖化対策グループ 

メールアドレス stop-ondanka@pref.kanagawa.lg.jp 

エ 回答方法 電子メールで回答する。 

※ 質問書に対する回答は、すべての質問をまとめて、令和５年３月８日（予

定）に、参加意思表明書を提出した全員に回答します。 

（３）企画提案書の提出 

ア 提出書類 

（ア）企画提案書 ２部（正本１部、副本１部（写し可）） 

内 訳 ① 企画の概要・要旨等  Ａ４判（縦長・横長どちらでも可）１０枚以内 

② 原 案  ポスターデザイン案１点（フリー素材を使用したデザイン案） 

（イ）上記アのデータを保存した電子媒体（CD-R） １部 

（ウ）見 積 書  １部（積算内訳添付） 

イ 提出期限 令和５年３月１５日（水）午後５時まで（必着） 

ウ 提出方法 持参又は郵送（持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後

５時まで） 

エ 提出先  〒２３１－８５８８ 神奈川県横浜市中区日本大通１ 

       神奈川県環境農政局環境部環境計画課 地球温暖化対策グループ 

オ その他 

（ア）企画提案書の作成に係る経費については、提案者の負担とする。 

（イ）企画提案は、各社１案とする。 

（ウ）提出された企画提案書は、返却しない。 

（エ）企画提案書は、審査終了後、公表されることがある。 

（オ）事故等について九都県市では責任を負わない。書類の不備により受理できない場合も同様

とする。 

 

７ 選考方法 

（１）九都県市首脳会議環境問題対策委員会内に設置する、選考委員会において審査を行う。 

（２）選定基準については、以下のとおりとする。 



項目 製作趣旨との整合性 全体構成力 意識啓発効果 
オリジナリティ 

(デザイン・インパクト) 

評価 

基準 

 本事業の趣旨を十

分理解した上で、作成

されたものであるか。 

 デザイン部分と省エ

ネ・節電に係る具体的な

取組に関する記載との

バランスが適切であり、

見やすいか。 

 省エネ・節電の認知度

向上が図れるものとなる

か。 

 年齢や性別を問わず親

しみやすいデザインであ

り、市民を惹きつけるよ

うなものであるか。 

委員

採点 
各項目、０から５点まで１点単位で採点する。（最高点が５点） 

（３）審査方法については、以下のとおりとする。 

ア 採点者毎にそれぞれの企画案について合計点を求め、最高点を獲得した企画案に１票が入る。 

イ 票を最も多く獲得した企画案に決定する。 

ウ 最多票数の企画案が複数ある場合には、それらの企画案について、再度１回に限りア～イの審

査を行う。 

エ ウによっても優劣がつかない場合には、見積金額が一番低い企画案に決定する。 

オ エによっても企画案が決定しない場合は、くじ引きにより決定する。 

カ 応募した者が１者の場合は、上記と同様に審査を行い、採点者の平均得点が１２点以上となっ

た場合に採用とする。 

（４）応募した者が、次の事項に該当した場合は、失格とする。 

ア 参加申込書、誓約書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合 

イ 見積額が３（４）に記載する委託料を超過した場合 

ウ その他、応募した者が委託業務を遂行するにあたり、著しい問題があると九都県市首脳会議環

境問題対策委員会が判断した場合 

 

８ 結果通知について 

令和５年３月２７日（月）までに結果を通知する。 

 

９ 配布資料 

「エコなライフスタイルの実践・行動」キャンペーンポスター（令和４年度版）の参照を希望する

者は、神奈川県環境農政局環境部環境計画課よりデータを受取ることができる。受取りを希望する場

合は、希望する日の前日までに神奈川県環境農政局環境部環境計画課へ電話連絡するものとする。 

 

10 契約手続きについて 

（１）選定された提案者と、随意契約により本業務委託の手続きを行います。 

（２）選定された提案者は、発注者と別途協議を行ったうえで見積書を提出し、発注者が委託上限額

の範囲内で別途算定した予定価格内であった場合に、契約締結となります。 



（３）選定された提案者との協議が整わない場合や、見積額が予定価格を超えていた場合には、提案

次点者と同様の契約手続きを行います。 

 

                  担当：神奈川県環境農政局環境部環境計画課 

                     地球温暖化対策グループ 山中・餘田・菊一 

                     電 話：０４５－２８５－０３３８ 

                     メール：stop-ondanka@pref.kanagawa.lg.jp 

 


